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★高病原性鳥インフルエンザとは？ 
　鳥インフルエンザのうち鶏の死亡率が高いものを高病原性鳥インフルエンザといい、国際的に最も警戒すべき家
畜伝染病の一つとされています。 

★防疫対策 
・野鳥等が鶏舎内に侵入できないようにしましょう。 
・鶏の飲水は水道水を用い、野鳥が接触しやすい池や川の水は使用しないようにしましょう。 
・鶏舎内外は、衛生害虫駆除を兼ねて、定期に消毒しましょう。インフルエンザウイルスは、一般的な消毒薬で容易
に死滅します。 
・鶏舎を出入りする場合は専用の衣服や長靴に替え、踏み込み消毒槽を設置しましょう。 
・鶏の世話をした後は、手洗い・うがいをしましょう。 

★大切に飼いましょう 
　「動物の愛護及び管理に関する法律」では、愛護動物の終生飼養の義務があり、遺棄した場合には罰則が適
用されることがあります。愛玩鶏は遺棄することなく、愛情をもって大切に飼いましょう。 
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・・・高病原性鳥インフルエンザ防疫対策・・・ 

　一昨年の冬に、山口・大分・京都の各府県において、高病原性鳥インフルエンザが発生し、多くの鶏が死亡

または淘汰されました。分離されたウイルスの遺伝子検査等の結果、韓国から渡り鳥を介して日本に侵入し

たのではないかと考えられています。冬が本病の好発時期となりますので、以下の防疫対策をおこなうとと

もに、飼育している愛玩鶏に「食欲不振が多数見られる」「急死する鶏が増加した」などの異常が見られたら、

速やかに家畜保健衛生所まで連絡してください。 

特定外来生物の飼養には許可が必要です 
　外来生物法で規制の対象となっている外来生物は、国の許可を得ないと飼育や移動することなどができません。
ペットとして飼育している場合のほか、学術研究や展示目的で飼育する場合も必要となります。詳しくは、環境保健
課までお問い合わせください。 

 

とう た 

高病原性鳥インフルエンザは人への親和性が低いために、 
鶏卵、鶏肉をたべても人に感染することはありません。 
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◎墓地新設について 

　墓地を新設する方は、墓地・埋葬等に関する法律で、
市に墓地埋葬等経営許可申請の手続きが必要です。 
　墓地が無許可であることが判明した場合、原状回
復もしくは既存の共同墓地または宗教法人営の墓地
への移設が必要になります。 

◎墓地の改葬許可について 

　墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や

納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行お
うとする者は、市へ改葬の申請を行い、許可を得たう
えでないと移すことができません。 

◎墓地等の変更、廃止にも許可が必要です。 

　詳しくは、本庁 環境保健課衛
生係または各支所市民課までお
問い合わせください。 
 

墓地等に関する手続きについて 

グリーンマーク 

『身近にできることから始めよう。』 

★第二回目の今回は一般家庭において、買い物時にできることを紹介します。 
 
 

・必要以上のレジ袋は断りましょう。 
（買い物に行く時は、マイバッグを持参しましょう） 

・少しの買い物はテープで済ませましょう。 
（ジュース、ガムなど少量の買い物はテープをはってもらえば、 
 レジ袋はもらわずに済みます） 

・詰め替え商品を利用しましょう。 
（シャンプーや洗剤、調味料などあらゆるものが詰め替え用として 
 安く販売されています） 

・過剰包装は断りましょう。 
（包装してもらう必要のないものは積極的に断りましょう） 

・リサイクル商品を積極的に選びましょう。 
（最近では、再生資源を利用した商品が多く販売されています） 
 

事業者の皆さんへ 

㈱ 帆苅商店 22―3191 ①佐渡市新穂大野1326-1 

新潟交友事業 ㈱
 52―3334 　佐渡市河原田諏訪町80-4 

 51―4222 ②佐渡市中原149-1 

㈱ 環境保全事業
 51―2195 ③佐渡市真野新町814-1 

 86―3494 ④佐渡市小比叡145-1 
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☆ 古紙引取業者 

　佐渡市のごみの約86％が燃えるごみです。その中で、紙・布類は約53％を占めて

います。古紙をリサイクルすれば、ごみ焼却の減量となります。 

　また、古紙１トンから約850㎏のパルプが再生されます。これは、立木約20本（直径14㎝、高さ8ｍ）に相当し

ます。平成16年度、佐渡市では約1,220㌧の古紙が回収されました（立木で換算すると約24,400本となります）。 

　古紙（古新聞・チラシ・雑誌・ダンボール・牛乳パック）は貴重な資源です。燃えるごみとして排出しないでリ

サクルにご協力ください。 

　古紙引取業者まで持ち込めば無料で引き取りします。また、古紙回収依頼につきましては、下記の古紙引取

業者へお問い合わせください。 

両津・真野・赤泊線 

コメリ 

根本寺 

←至新穂 至真野→ 

①㈱帆苅商店 
クリーン 
センター ビューさわた 

アミューズメント佐渡 

至両津→ ←至相川 

②新潟交友 
　事業㈱ 

真野 
公園 

検診 
センター 

至小木→ ←至佐和田 

③㈱環境保全事業 

Ｒ350

クリーンセンター 

④㈱環境保全事業 

海 

←至小木 至赤泊→ 
Ｒ350




